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平成３０年１１月 

働き方改革関連法が、2019年４月から年度を追って施行されていきます。「働き方改革」と「次世代育成支援」

は関連する部分も多く、働き方改革のワーク・ライフ・バランス面を中心に順次紹介してまいります。 

今回は、働き方改革の注目課題でもあった「残業時間の上限規制」についてご紹介いたします。 

 

 残業時間の上限規制 

働き方改革関連法成立に伴い、特別条項付き３６協定などで実質的に青天井であった残業時間について、罰則

付きの上限規制が導入されます（大企業は 2019年４月から、中小企業は 2020年４月から）。 

＜残業時間の上限規制＞ 

 

厚生労働省ホームページより 

 

 いずれも超えると罰則を受けます（原則として６か月以下の懲役または３０万円以下の罰金）。 



 

 

 

 制度設計に使われた４つの規制水準は、現在使われている次のものです。 

 ・１００時間＝脳・心臓疾患の過労死ラインの発症前１か月の残業時間の目安 

 ・８０時間＝脳・心臓疾患の過労死ラインの発症前２～６か月の月平均残業時間の目安 

 ・６０時間＝残業代の割増率が２５％以上から５０％以上になる水準（現在は大企業のみ） 

 ・４５時間＝大臣告示で示された１か月の残業の上限（年３６０時間） 

 

 また、一部の事業・業務については、残業上限規制の適用猶予・除外があります。次のとおりです。 

＜残業上限規制の適用猶予・除外の事業・業務＞ 

 

 いずれにしても、こうした残業規制が、過労防止だけでなく労働時間全体の削減につながり、ワーク・ライフ・

バランスの実現にも寄与することが期待されます。 

 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次

世代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡く

ださい。                           神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


